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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２９年９月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年５月２３日 ０４時４０分ごろ 

発生場所 長崎県五島市栄螺
さ ざ え

島西方沖 

 福江港３号防波堤北灯台から真方位１０５°１.７海里付近 

 （概位 北緯３２°４１.６′ 東経１２８°５３.３′） 

事故の概要  漁船竜
りゅう

道
どう

丸は、西北西進中、また、漁船清
せい

漁
りょう

丸は、漂泊中、両船

が衝突した。 

 清漁丸は、船長が負傷し、船尾部外板の圧壊等を生じ、また、竜道

丸は、左舷船首部外板に破口等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年５月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 竜道丸、４.４トン 

   ＮＳ３－４０１６２１（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.１６ｍ（Lr）×２.６２ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１６９.１７kＷ、平成２年２月１８日 

   第２９２－３５４９６号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 清漁丸、３.１３トン 

   ＮＳ３－６６３７６（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.１５ｍ（Lr）×２.１０ｍ×０.７６ｍ、プラスチック、木 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数４０、昭和５４年１１月１２日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５８年７月２２日 

    免許証交付日 平成２６年７月１６日 

（平成３２年２月１４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年８月１２日 

    免許証交付日 平成２７年４月１７日 

（平成３２年４月２５日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に破口及び擦過傷 

Ｂ 船尾部外板に圧壊、操舵機に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日出時刻：０５時２１分ごろ 

月出時刻：０３時２６分ごろ、月齢：２６.６ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、錨泊して行っていた一本釣り漁

を終え、集魚灯を消灯して法定灯火を表示し、揚錨後にレーダーの電

源を入れ、五島市福江港に向けて手動操舵で栄螺島東方沖を出発し

た。 

 船長Ａは、１３ノット（kn）の対地速力で栄螺島と手代
て し ろ

島の間を抜

けてから福江港に向かう針路に定め、西北西進中、右舷船首方にきび
．．

なご
．．

漁を行う漁船の集魚灯を認めて気にして見たが、目視でそれ以外

の他船は認められなかったので、前路には他船がいないと思い、航行

を続けた。 

 Ａ船は、栄螺島西方沖を西北西進中、船長Ａが、出発から３分間程

度経過した平成２９年５月２３日０４時４０分ごろ、衝撃を感じ、何

かにぶつかったと思い、Ｕターンをして戻ったところ、Ｂ船を認め、

衝突したことを知った。 

 船長Ａは、Ｂ船に接近し、船長Ｂに負傷等の有無を確認した後にえ
．

い
．
航する旨を伝え、Ａ船に積んでいたロープでＢ船とつなぎ、福江港

へ向かった。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、栄螺島西方沖において、マスト

灯及び両色灯を表示し、操舵スタンド内に設けられた照明及び右舷ブ

ルワークに取り付けた傘付きの照明灯を点け、主機を停止し、船首を

西北西方に向け、はえ
．．

縄漁の仕掛けを準備しながら漂泊していた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、船尾方に体を向け、下を向いて仕掛けに餌を取

り付ける作業中、他船の機関音に気付いて顔を上げたところ、目前に

Ａ船が迫っており、間もなく、Ｂ船の船尾部とＡ船の船首部とが衝突

した。（写真２参照） 
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写真２ 漂泊時の船長Ｂの位置、体勢及び船体損傷状況 

船長Ｂは、衝突の衝撃で甲板上に転倒した。 

 Ｂ船は、Ａ船にえい
．．

航され、福江港の桟橋に着桟した。 

 船長Ｂは、自宅に戻った後、病院で診察を受け、左側頭部打撲等と

診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、１３kn の対地速力で航行すれば、船首が浮上するもの

の、水平線が見え、死角が生じる状態ではなかった。 

船長Ａは、ふだん、航行を開始する際はレーダーの電源を入れてか

ら揚錨作業を行っていたが、本事故当時は、揚錨後にレーダーの電源

を入れた。 

Ａ船に設置されたレーダーの取扱説明書によれば、電源を入れてか

ら起動するまでに２分３０秒が必要であり、本事故当時には起動して

いなかった。 

船長Ａは、本事故当時の海上は暗く、目視で灯火を表示していない

他船を視認するのは困難な状況だと感じていた。 

Ｂ船は、本事故当時、マスト灯及び両色灯を表示していたが、船尾

灯は表示されていなかった。 

船長Ｂは、Ｂ船の灯火設備を購入当初から変更していなかった。 

 船長Ｂは、本事故当時、夜が明けていたので、付近を航行する他船

が、目視でもＢ船を確認できるだろうと思っていた。 

 船長Ｂは、甲板上で、はえ
．．

縄漁の仕掛けに餌を付けていたので、周

囲の見張りを行っていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、船長Ａが、栄螺島西方沖を西北西進中、レーダーによる見

船尾部損傷状況 

顔は下を向いていた 
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張りを行っていなかったことから、Ｂ船に気付かずに航行し、Ｂ船と

衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、レーダー画面を確認できない状態であったこと、及びＢ

船に船尾灯の表示がなかったことから、衝突するまでＢ船の存在に気

が付かなかった可能性があると考えられる。 

 Ｂ船は、栄螺島西方沖で船首を西北西に向けて漂泊中、船長Ｂが、

仕掛けに餌を取り付けており、周囲の見張りを行っていなかったこと

から、Ａ船が目前に接近するまで気付かなかったものと考えられる。 

 Ｂ船は、船尾灯を表示していなかったことから、夜間航行をしては

ならなかった。 

原因  本事故は、日出前の薄明時、栄螺島西方沖において、Ａ船が、西北

西進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが見張りを適切に行っていなかったた

め、Ｂ船に気付かずに航行し、また、船長Ｂが見張りを行っていなか

ったため、接近するＡ船に気付かず、両船が衝突したものと考えられ

る。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・法定灯火を表示すること。 



- 5 - 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 
（平成２９年５月２３日 
０４時４０分ごろ発生） 
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